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令
和
3
年　

第
４
７
０
回 

今
別
町
議
会
定
例
会
を
11
月

29
日
か
ら
12
月
2
日
に
４
日

間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

提
案
さ
れ
た
議
案
21
件
を

慎
重
・
審
議
の
結
果
、（
可

決
18
件
、
同
意
３
件
）
原
案

ど
お
り
満
場
一
致
で
「
可

決
・
同
意
」
さ
れ
ま
し
た
。

◆
議
案
第
１
号

　

専
決
第
10
号　

令
和
3
年

度
今
別
町
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
4
号
）

第
１
条　

歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

３
８
，
２
７
０
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
歳
入
歳
出
の
そ
れ
ぞ
れ
３
，

３
７
９
，
５
９
６
千
円
と
す

る
。

【
提
案
理
由
】

　

地
方
自
治
法
第
１
７
９
条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

す
る
。

◆
議
案
第
２
号

　

専
決
第
11
号　

令
和
3
年

度
今
別
町
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
（
診
療
施
設
勘
定
）

補
正
予
算
（
第
4
号
）

第
１
条　

歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
０
千
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
１
４
０
，
７
１

５
千
円
と
す
る
。

【
提
案
理
由
】

　

地
方
自
治
法
第
１
７
９
条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

す
る
。

◆
議
案
第
３
号

　

専
決
第
12
号　

令
和
3
年

度
今
別
地
区
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
3

号
）　

第
１
条　

歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
８
０
千
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
、
１
４
２
，
２

２
６
千
円
と
す
る
。

【
提
案
理
由
】

　

地
方
自
治
法
第
１
７
９
条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
専
決

す
る
。

◆
議
案
第
４
号

　

専
決
第
13
号　

今
別
町
特

別
職
の
職
員
の
給
与
の
特
例

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
専
決
】

　

急
を
要
し
、
議
会
を
招
集

す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、

地
方
自
治
法
第
１
７
９
条
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
す

る
。

第
１
条
中　

「
平
成
30
年
4

月
1
日
か
ら
平
成
33
年
10
月

12
日
を
「
令
和
3
年
10
月
13

日
か
ら
令
和
7
年
10
月
12

日
」
に
改
め
る
。

【
附
則
】

　

こ
の
条
例
は
、
交
付
の
日

か
ら
施
行
し
、
令
和
3
年
10

月
13
日
か
ら
適
用
す
る
。

◆
議
案
第
５
号

　

今
別
町
議
会
議
員
の
議
員

報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

第
１
条　

今
別
町
議
会
議
員

の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償

第470回
12月
定例会

等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
40

年
今
別
町
条
例
第
５
号
）

　

第
５
条
第
２
項
た
だ
し

書
中
「
１
０
０
分
の
12
」

を
「
１
０
０
分
の
１
２
２
．

５
」
に
、「
１
０
０
分
の
１

６
０
」
を
「
１
０
０
分
の

12
」
を
「
１
０
０
分
の
１
２

２
．
５
」
に
、「
１
０
０
分

の
１
６
０
」
を
「
１
０
０
分

の
１
５
５
」
に
改
め
る
。

第
２
条　

今
別
町
議
会
議
員

の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
５
条
第
２
項
中　

「
１
０

０
分
の
１
５
５
」
を
「
１
０

０
分
の
１
５
７
．
５
」
に
改

め
る
。

【
附
則
】

　

こ
の
条
例
は
、
交
付
の
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
２
条
の
規
定
は
、
令
和
４

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

◆
議
案
第
６
号

　

今
別
町
特
別
職
の
職
員
の

給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

第
１
条　

今
別
町
特
別
職
の

職
員
の
給
与
条
例
（
昭
和
30

年
今
別
町
条
例
第
32
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
６
条
た
だ
し
書
中
「
１

０
０
分
の
１
２
０
」
を
「
１

０
０
分
の
１
２
２
．
５
」
に
、

「
１
０
０
分
の
１
６
０
」
を

「
１
０
０
分
の
１
５
５
」　

に
改
め
る
。

第
２
条　

今
別
町
特
別
職
の

職
員
の
給
与
条
例
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〇�

第
６
条
た
だ
し
書
中
「
１

０
０
分
の
１
５
５
」
を

「
１
０
０
分
の
１
５
７
．

５
」
に
改
め
る
。

【
附
則
】

　

こ
の
条
例
は
、
交
付
の
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
２
条
の
規
定
は
、
令
和
４

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

◆
議
案
第
７
号

　

今
別
町
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

第
１
条　

今
別
町
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
40

年
今
別
町
条
例
第
20
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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第
20
条
第
２
項
中
「
１

０
０
分
の
１
２
２
．
５
」

を
「
１
０
０
分
の
１
１
７
．

５
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項

中
「
１
０
０
分
の
１
２
２
．

５
」
を
「
１
０
０
分
の
１
１

７
．
５
」
に
「
１
０
０
分
の

67
．
５
」
を
「
１
０
０
分
の

62
．
５
」
に
改
め
る
。

第
２
条　

今
別
町
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
20
条
第
２
項
中
「
１
０

０
分
の
１
１
７
．
５
」
を

「
１
０
０
分
の
１
２
０
」
に

改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
１

０
０
分
の
62
．
５
」
を
１
０

０
分
の
65
」
に
改
め
る
。

【
附
則
】

　

こ
の
条
例
は
、
交
付
の
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
２
条
の
規
定
は
、
令
和
４

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

◆
議
案
第
８
号

　

今
別
町
企
業
版
ふ
る
さ
と

納
税
基
金
条
例
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

　

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
寄

附
に
つ
い
て
、
複
数
年
度
に

わ
た
り
事
業
費
に
充
当
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
基
金

を
創
設
す
る
も
の
で
あ
る
。

【
附
則
】

１�　

こ
の
条
例
は
、
交
付
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

２�　

こ
の
条
例
は
、
令
和
７

年
３
月
31
日
限
り
、
そ
の

効
力
を
失
う
。

◆
議
案
第
９
号

　

今
別
町
個
人
情
報
保
護
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

〇
第
18
条
の
２
中
「
総
務
大

臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
」

に
、「
第
19
条
第
７
号
」�

を

「
第
19
条
第
８
号
」
に
「
同

条
第
８
号
」
を
「
同
条
第
９

号
」
に
改
め
る
。

【
附
則
】

　

こ
の
条
例
は
、
交
付
の
日

か
ら
施
行
し
、
令
和
３
年
９

月
１
日
か
ら
適
用
す
る
。

◆
議
案
10
号

　

今
別
町
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

【
附
則
】

１�　

こ
の
条
例
は
、
交
付
の

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
５
条
の
２
第
１

号
、
第
13
条
第
１
項
、
第

23
条
及
び
第
23
条
の
２
の

改
正
規
定
（「
前
条
の
」

を
「
前
条
第
１
項
の
」
に
、

「
前
条
第
１
号
」
を
「
前

条
第
１
項
第
１
号
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。）
並

び
に
附
則
第
２
項
か
ら
第

４
項
ま
で
及
び
第
６
項
か

ら
第
13
項
ま
で
の
改
正
規

定
は
令
和
４
年
４
月
１
日

か
ら
施
行
す
る
。

２�　

こ
の
条
例
（
前
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
改
正
規

定
に
限
る
。）
に
よ
る
改

正
後
の
今
別
町
国
民
健
康

保
険
税
条
例
の
規
定
は
、

令
和
４
年
度
以
後
の
年
度

分
の
国
民
健
康
保
険
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
令
和
３

年
度
分
ま
で
の
国
民
健
康

保
険
税
に
つ
い
て
は
、
従

前
の
例
に
よ
る
。

◆
議
案
第
11
号

　

今
別
町
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
整
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て

【
附
則
】

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
３
年

７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
６
条
の
改
正
規

定
は
、
改
正
規
定
は
、
交
付

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◆
議
案
第
12
号

　

今
別
町
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

　

厚
生
労
働
省
令
の
改
正
に

よ
り
、
今
別
町
特
定
教
育
・

保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
た
め
提
案
す
る
。

【
附
則
】

　

こ
の
条
例
は
交
付
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

◆
議
案
第
13
号

　

令
和
３
年
度
今
別
町
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

第
１
条　

歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

２
９
，
４
５
８
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
，

４
０
９
，
０
５
４
千
円
と
す

る
。

◆
議
案
第
14
号

　

令
和
３
年
度
今
別
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
（
事
業

勘
定
）補
正
予
算
（
第
３
号
）

第
１
条　

歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

４
４
３
，
５
２
０
千
円
と
す

る
。

◆
議
案
第
15
号

　

令
和
３
年
度
今
別
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
（
診
療

施
設
勘
定
）
補
正
予
算
（
第

５
号
）

第
１
条　

歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
か
ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
４
，
８
０
０
千
円
を
減
額

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
３

５
，
９
１
５
千
円
と
す
る
。

◆
議
案
第
16
号

　

令
和
３
年
度
今
別
町
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
３
号
）

第
１
条　

歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
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５
３
８
千
円
を
追
加
し
、
歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
３
，
６
９

６
千
円
と
す
る
。

◆
議
案
第
17
号

　

令
和
３
年
度
今
別
町
介
護

保
険
特
別
会
計
（
保
険
事
業

勘
定
）
補
正
予
算
（
第
３

号
）
補
正
予
算

第
１
条　

歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
８
，
１
５
２
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
５
７

７
，
３
２
４
千
円
と
す
る
。

◆
議
案
第
18
号

第
１
条　

歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

２
，
７
３
０
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
４
４
，

９
５
６
千
円
と
す
る
。

◆
議
案
第
19
号

　

今
別
町
教
育
委
員
会
委
員

の
任
命
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
４

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
同

意
を
求
め
る
。

�

氏
名　

相
内　
　

渉
氏

◆
議
案
第
20
号

　

今
別
町
教
育
委
員
会
委
員

の
任
命
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
４

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
同

意
を
求
め
る
。

�
氏
名　

水
信
美
枝
子
氏

◆
議
案
第
21
号

　

今
別
町
教
育
委
員
会
委
員

の
任
命
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
４

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
同

意
を
求
め
る
。

�

氏
名　

相
内　

啓
治
氏

補 正 予 算

◆令和３年度今別町一般会計補正予算（第５号）
　第1条　�歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29,458千円を追加し、歳入歳出の総額を歳入

歳出それぞれ3,409,054千円とする。

１　主な歳入� （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

国 庫 支 出 金 国 庫 補 助 金 311,701 1,021 312,722

県 支 出 金 県 負 担 金 85,653 1,408 87,061

寄 附 金 寄 附 金 9,301 7,500 16,801

繰 入 金 基 金 繰 入 金 256,060 5,789 261,849

諸 収 入 雑 入 40,413 6,339 46,752

歳　入　合　計 3,379,596 29,458 3,409,054

第�210�号� 2022（令和４）年２月　（4）い ま べ つ 議 会 だ よ り



２　主な歳出� （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

総 務 費 総 務 管 理 費 429,438 14,063 443,501

民 生 費 社 会 福 祉 費 544,613 11,704 556,317

衛 生 費 保 険 衛 生 費 153,659 66,101 160,260

農 林 水 産 業 費 農 業 費 121,637 65 121,702

土 木 費 道 路 橋 梁 費 265,237 3,910 269,147

消 防 費 消 防 費 198,240 30 198,270

教 育 費 教 育 総 務 費 65,920 70 65,990

諸 支 出 金 基 金 日 434,828 30,000 464,828

予 備 費 予 備 費 44,426 △33,711 10,715

歳　出　合　計 3,379,596 29,458 3,409,054

（5）　第�210�号� 2022（令和４）年２月い ま べ つ 議 会 だ よ り



実
施
状
況
は
、
42
事
業
の

計
画
中
、
30
事
業
が
実
施

さ
れ
ま
し
た
。
後
期
計
画

で
も
目
指
す
べ
き
将
来
像

を
「
み
ん
な
活
き
活
き
健

康
長
寿
奥
津
軽
い
ま
べ
つ

タ
ウ
ン
」
と
し
、
3
つ
の

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
、

「
産
業
を
振
興
し
、
将
来

を
担
う
ひ
と
を
育
み
、
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
」

「
地
域
資
源
を
生
か
し
、

交
流
促
進
で
に
ぎ
わ
い
を

創
出
す
る
ま
ち
」「
み
ん

な
活
き
活
き
、
お
年
寄
り

と
子
ど
も
に
や
さ
し
い
ま

ち
」
を
掲
げ
、
将
来
に
わ

た
り
持
続
可
能
な
ま
ち
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

再
質
問
【
成
田
議
員
】

問
１ 

．
財
政
計
画
と
公
共
施

設
の
維
持
管
理
に
つ
い

て

　

① 

令
和
2
年
度
の
歳
入
歳

出
差
額
を
見
る
と
1
億

い
て

②�

出
産
祝
金
の
支
給
、
新
生

児
誕
生
記
念
品
の
贈
呈
、

乳
児
の
お
む
つ
購
入
費
用

の
助
成
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
町
独
自
の
保

育
料
の
完
全
無
償
化
と
副

食
費
の
無
償
化
も
併
せ
て

行
い
、
医
療
費
は
、
高
校

生
世
代
ま
で
無
料
、
産
婦

検
診
費
用
の
助
成
な
ど
子

育
て
支
援
の
充
実
を
図
っ

て
い
ま
す
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

問
２ 

．
子
育
て
し
や
す
い
ま

ち
、
環
境
づ
く
り
に
つ

い
て

②�

現
在
、
定
住
支
援
と
し
て
、

通
勤
、
通
学
に
対
す
る
助

成
事
業
や
住
宅
所
得
等
支

援
事
業
、
家
賃
支
援
事
業

を
実
施
し
、
人
口
の
減
少

抑
制
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　
�

「
第
5
次
今
別
町
総
合
計

画
」
の
後
期
計
画
の
事
業

設
の
維
持
管
理
に
努
め
て

い
ま
す
。

答
弁
【
教
育
課
長
】

問
２ 

．
子
育
て
し
や
す
い
ま

ち
、
環
境
づ
く
り
に
つ

い
て

①�

青
森
市
な
ど
へ
の
通
学
利

用
者
に
定
期
券
の
約
半
額

の
助
成
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。
現
状
の
制
度
を
継

続
し
、
様
々
な
意
見
も
取

り
入
れ
な
が
ら
新
た
な
援

助
制
度
が
必
要
と
な
れ
ば

検
討
し
ま
す
。

②�

小
学
校
は
、
来
年
3
月
で

閉
校
す
る
北
高
今
別
校
舎

を
利
活
用
す
る
方
向
で
計

画
を
進
め
て
い
ま
す
。
中

学
校
は
、
長
寿
命
計
画
に

基
づ
き
、
改
修
な
ど
を
行

い
使
用
し
て
い
く
予
定
で

す
。

答
弁
【
町
民
福
祉
課
長
】

問
２ 

．
子
育
て
し
や
す
い
ま

ち
、
環
境
づ
く
り
に
つ

　

12
月
定
例
会
で
は
３
人
の
議
員
が
登
壇
し
当

面
す
る
重
要
課
題
に
つ
い
て
、
町
執
行
部
の
考

え
を
問
い
ま
し
た
。
そ
の
主
な
内
容
を
要
約
し

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

一
般
質
問

町 政を
問
う

問
１�

．
財
政
計
画
と
公
共
施

設
の
維
持
管
理
に
つ
い

て

　

①�

現
在
の
財
政
に
つ
い
て

の
状
況
と
新
規
採
択
、

拡
充
し
た
い
理
由
は
。

問
２�

．
子
育
て
し
や
す
い
ま

ち
、
環
境
づ
く
り
に
つ

い
て

　

①�

今
別
校
舎
が
閉
校
に
な

り
、
町
外
の
高
校
進
学

は
保
護
者
の
負
担
が
増

え
る
の
で
は
な
い
か
。

成
田　

精
市�

議
員

答
弁
【
町
長
】

①�

今
別
町
の
町
税
収
入
を
は

じ
め
と
す
る
歳
入
、
各
種

計
画
と
連
携
し
た
歳
出
の

見
通
し
を
中
長
期
的
な
観

点
か
ら
示
し
、
計
画
的
な

財
政
運
営
を
実
施
す
る
た

め
、
今
別
町
中
長
期
計
画

を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　

�　

維
持
管
理
に
つ
い
て
で

す
が
、
現
在
、
町
で
は
公

共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

と
個
別
施
設
計
画
を
策
定

し
て
、
計
画
に
沿
っ
て
施

　

②�

教
育
環
境
の
整
備
、
子

育
て
支
援
の
充
実
、
定

住
の
促
進
事
業
等
は
ど

こ
ま
で
進
ん
で
い
る
か
。

第�210�号� 2022（令和４）年２月　（6）い ま べ つ 議 会 だ よ り



問
１�

．
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ

ク
チ
ン
に
つ
い
て

　

①�

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク

チ
ン
の
接
種
状
況
に
つ

い
て

問
２�
．
職
員
の
採
用
に
つ
い

て

　

①�

本
来
、
年
度
の
途
中
で

職
員
を
採
用
す
る
場
合
、

緊
急
性
の
あ
る
事
態
が

起
こ
っ
た
場
合
な
ど
が

想
定
さ
れ
ま
す
。
今
回
、

11
月
１
日
付
で
職
員
を

採
用
し
た
背
景
に
は
ど

の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ

て
採
用
さ
れ
た
の
か
。

問
３�

．
今
別
町
の
小
学
校
、

中
学
校
の
今
後
に
つ
い

て

　

①�

今
後
、
小
学
校
、
中
学

校
の
あ
り
方
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。

本
間　

闘
士�

議
員

答
弁
【
町
民
福
祉
課
長
】

問
１ 

．
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ

ク
チ
ン
に
つ
い
て

①�

現
在
は
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療

機
関
で
接
種
を
開
始
し
て

い
ま
す
。
ワ
ク
チ
ン
の
入

荷
が
段
階
的
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
１
月
以
降
も
接

種
出
来
る
体
制
を
構
築
し

て
い
ま
す
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

問
２ 

．
職
員
の
採
用
に
つ
い

て

①�

採
用
の
経
緯
で
す
が
、
今

回
採
用
し
た
職
員
は
令
和

３
年
度
職
員
採
用
試
験
の

受
験
者
で
採
用
に
至
ら
な

か
っ
た
受
験
者
の
中
か
ら

補
欠
合
格
と
し
て
い
た
も

の
で
す
。
デ
ジ
タ
ル
化
推

進
準
備
室
の
設
置
に
よ
り
、

職
員
配
置
と
事
務
分
担
の

見
直
し
が
必
要
と
な
り
、

地
方
公
務
員
の
職
員
採
用

は
各
自
治
体
に
よ
り
採
用

条
件
を
決
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
11
月
１
日
付
で
補

欠
合
格
者
を
採
用
し
た
も

の
で
す
。

答
弁
【
教
育
課
長
】

問
３ 

．
今
別
町
の
小
学
校
、

中
学
校
の
今
後
に
つ
い

て

①�

現
在
、
小
学
校
の
児
童
数

は
32
名
で
２
・
３
学
年
複

式
学
級
、
４
・
５
学
年
複

式
学
級
。
中
学
校
も
同
じ

く
32
名
と
な
り
、
令
和
５

年
度
に
は
、
中
学
校
で
も

１
・
２
学
年
が
複
式
学
級

と
な
り
２
学
級
編
制
と
な

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま

す
。
教
育
委
員
会
と
し
て

は
、
今
後
と
も
児
童
生
徒

が
望
ま
し
い
教
育
環
境
の

下
、
勉
学
に
取
り
組
む
こ

と
が
出
来
る
環
境
作
り
に

努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

再
質
問
【
本
間
議
員
】

問
２ 
．
職
員
の
採
用
に
つ
い

て

① 

答
弁
の
中
に
登
場
す
る
補

欠
合
格
に
つ
い
て
説
明
を

い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、

補
欠
合
格
の
期
限
、
期
間

と
い
う
の
は
毎
年
、
一
定

の
期
間
の
期
限
で
設
け
て

い
る
の
か
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

問
２ 

．
職
員
の
採
用
に
つ
い

て

①�

採
用
に
至
ら
な
か
っ
た
職

員
の
方
に
対
し
て
補
欠
合

格
と
い
う
こ
と
で
通
知
し

て
あ
り
ま
し
た
が
、
今
別

町
で
必
要
な
時
は
採
用
さ

せ
て
い
た
だ
く
旨
の
文
章

を
出
し
て
い
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
経
緯
で
補
欠
合
格

を
通
知
し
て
い
ま
す
。

　

�　

期
限
で
す
が
、
令
和
４

年
３
月
31
日
ま
で
と
な
っ

て
い
て
、
そ
の
年
度
、
年

度
で
期
限
を
設
け
て
い
ま

す
。

6
千
万
円
ほ
ど
予
算
が

あ
り
ま
し
た
。
今
年
3

年
度
も
３
分
の
２
を
過

ぎ
た
段
階
で
す
が
、
見

通
し
と
し
て
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

問
１ 

．
財
政
計
画
と
公
共
施

設
の
維
持
管
理
に
つ
い

て

①�

昨
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
感
染

に
対
す
る
事
業
や
臨
時
地

方
創
生
交
付
金
等
が
あ
り
、

事
業
の
方
が
大
き
く
な
っ

て
い
ま
す
。
今
後
は
、
事

業
の
精
査
、
見
直
し
を
か

け
て
見
込
み
の
調
整
に
入

り
ま
す
。
事
業
規
模
と
し

て
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い

も
の
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

（7）　第�210�号� 2022（令和４）年２月い ま べ つ 議 会 だ よ り



答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

問
１ 

．
除
雪
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て

①�

現
在
建
設
中
の
除
雪
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、

現
在
施
行
し
て
い
ま
す
が
、

建
設
場
所
に
つ
い
て
も
当

初
通
り
の
場
所
へ
建
設
し

て
い
ま
す
。

答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

問
２ 

．
町
営
ス
キ
ー
場
・
体

験
交
流
セ
ン
タ
ー
・
眺

海
の
森
ウ
ッ
ド
パ
ー
ク

に
つ
い
て

①�

体
験
交
流
セ
ン
タ
ー
周
辺

は
閉
鎖
及
び
休
館
し
て
い

る
こ
と
か
ら
職
員
の
常
駐

な
ど
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

パ
タ
ー
ゴ
ル
フ
場
に
つ
い

て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ

う
な
指
導
を
し
て
い
る

の
か
。

問
４�

．
町
営
バ
ス
人
事
に
つ

い
て

　

①�

運
転
手
の
採
用
人
数
は

適
正
な
の
か
。

問
１�

．
除
雪
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て

　

①�

当
初
計
画
し
た
場
所
よ

り
左
側
、
中
央
よ
り
に

移
動
し
た
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
が
、
そ
の
点

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

問
２�

．
町
営
ス
キ
ー
場
・
体

験
交
流
セ
ン
タ
ー
・
眺

海
の
森
ウ
ッ
ド
パ
ー
ク

に
つ
い
て

　

①�

体
験
交
流
セ
ン
タ
ー
は

ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ

て
い
る
の
か
、
ま
た
パ

タ
ー
ゴ
ル
フ
場
な
ど
ど

の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て

い
る
の
か
。

問
３�

．
公
共
工
事
に
つ
い
て

　

①�

公
共
工
事
を
施
工
し
た

時
に
工
事
案
内
標
識
が

設
置
さ
れ
て
い
な
い
工

事
が
あ
る
よ
う
に
聞
い

田
中　

哲
也�

議
員

し
て
い
く
と
い
う
今
別
小

学
校
、
中
学
校
の
現
状
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
将
来
的

な
生
徒
数
の
減
少
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
他
市
町
村

と
の
意
見
交
換
な
ど
の
取

り
組
み
は
行
っ
て
い
る
の

か
。

答
弁
【
教
育
課
長
】

①�

他
市
町
村
と
の
意
見
交
換

と
い
う
か
協
議
等
は
現
在

お
こ
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

※
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
と
は

　

�

新
し
い
時
代
に
合
わ
せ
た
教

育
方
針

　
�

（
一
人
一
台
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
授

業
）

再
質
問
【
本
間
議
員
】

問
２ 

．
職
員
の
採
用
に
つ
い

て

①  

デ
ジ
テ
ル
推
進
準
備
室
を

設
置
し
て
業
務
を
行
う
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
具
体

的
な
業
務
内
容
等
を
お
聞

き
し
た
い
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

①�

特
段
、
こ
う
い
っ
た
事
業

と
か
は
ま
だ
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
町
の
方
で
は
町

長
の
政
策
に
も
あ
り
ま
す

高
齢
者
の
見
守
り
に
係
る

デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
と
あ

り
ま
す
の
で
、
今
現
在
進

め
て
い
る
所
で
す
。

再
質
問
【
本
間
議
員
】

問
３ 

．
今
別
町
の
小
学
校
、

中
学
校
の
今
後
に
つ
い

て

①  

実
際
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

を
利
用
し
て
い
る
生
徒
の

反
応
は
ど
う
な
の
か
伺
い

ま
す
。

答
弁
【
教
育
課
長
】

①�

現
在
、
※

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス

ク
ー
ル
に
着
い
て
小
中
学

校
で
授
業
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か

り
の
授
業
で
す
。
い
い
方

向
で
活
用
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

再
質
問
【
本
間
議
員
】

①  
当
町
で
は
、
家
庭
に
持
ち

帰
っ
て
利
用
す
る
取
り
組

み
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な

対
応
を
し
て
い
ま
す
か
。

答
弁
【
教
育
課
長
】

①�

現
状
で
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト

等
を
自
宅
に
持
ち
帰
る
状

況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い

ず
れ
は
そ
う
い
う
方
向
も

考
え
て
い
ま
す
。

再
質
問
【
本
間
議
員
】

問
３ 

．
今
別
町
の
小
学
校
、

中
学
校
の
今
後
に
つ
い

て

①  

将
来
的
に
生
徒
数
が
減
少
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運
行
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
仮
に
管
理
者
が
運
行

し
た
場
合
で
も
、、
事
故

を
起
こ
し
た
方
や
事
故
を

起
こ
し
た
運
転
手
か
ら
は

役
場
総
務
企
画
課
に
連
絡

を
入
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

対
応
出
来
る
と
思
い
ま
す
。

対
応
と
し
て
は
そ
の
都
度
、

運
行
経
験
の
あ
る
方
に
も

打
診
し
て
い
ま
す
。

工
事
発
注
時
特
記
仕
様
書

な
ど
へ
記
載
し
て
工
事
内

容
を
表
示
す
る
よ
う
指
導

し
て
い
ま
す
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

問
４ 

．
町
営
バ
ス
人
事
に
つ

い
て

①�

嘱
託
職
員
、
現
在
の
会
計

年
度
任
用
職
員
が
８
名
と

職
員
１
名
の
９
人
体
制
で

し
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
現

状
を
勘
案
し
て
、
昨
年
度

よ
り
１
名
増
員
し
、
現
在

は
10
人
体
制
で
バ
ス
運
行

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
の
な

い
と
き
で
も
９
人
体
制
で

対
応
で
き
て
お
り
、
ポ
ス

ト
コ
ロ
ナ
に
お
け
る
バ
ス

運
行
に
お
い
て
は
、
10
人

体
制
で
も
対
応
で
き
、
現

在
の
採
用
人
数
は
適
正
で

あ
る
も
の
と
考
え
て
い
ま

す
。

再
質
問
【
田
中
議
員
】

問
３ 

．
公
共
工
事
に
つ
い
て

① 

公
共
工
事
の
現
場
を
確
認

し
て
い
ま
す
が
、
看
板
は

立
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

見
廻
り
と
か
し
て
い
る
ん

で
す
か
。
看
板
が
立
っ
て

い
な
い
と
き
は
、
指
導
し

て
い
ま
す
か
。

答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

問
３ 

．
公
共
工
事
に
つ
い
て

①�

不
定
期
に
な
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
現
場
の
方
は
確
認

し
て
い
ま
す
。
補
助
全
体

に
関
し
て
は
把
握
出
来
な

い
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
が
、

設
置
し
な
い
場
合
は
速
や

か
に
す
る
よ
う
に
指
示
し

て
い
ま
す
。

再
質
問
【
田
中
議
員
】

問
４ 

．
町
営
バ
ス
人
事
に
つ

い
て

① 

９
名
プ
ラ
ス
管
理
者
を
入

れ
て
10
名
で
適
正
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
適

正
で
あ
る
な
ら
管
理
者
の

運
転
は
必
要
な
い
の
で
は

何
か
の
ル
ー
ト
で
、
事
故

な
ど
が
起
こ
っ
た
場
合
に

管
理
者
が
運
行
し
て
い
て

い
れ
ば
対
処
が
難
し
く
な

る
と
思
い
ま
す
が
。

答
弁
【
総
務
企
画
課
長
】

①�

忌
引
き
休
暇
等
、
運
転
の

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
変
わ

り
ま
す
の
で
、
管
理
者
が

て
は
劣
化
な
ど
が
進
ん
で

い
る
た
め
閉
鎖
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
体
験
交
流

セ
ン
タ
ー
な
ど
は
町
の
指

定
避
難
場
所
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
施
設
及
び

周
辺
の
維
持
管
理
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。

　

�　

ケ
ビ
ン
ハ
ウ
ス
は
、
老

朽
化
が
進
み
、
施
設
の
維

持
修
繕
を
検
討
し
ま
し
た

が
、
多
額
の
費
用
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
昨
年

度
に
全
７
棟
の
売
却
に
つ

い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
毎

戸
チ
ラ
シ
で
公
募
し
ま
し

た
が
希
望
者
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
今
後
は
、
施

設
の
解
体
も
含
め
検
討
し

て
い
き
ま
す
。

答
弁
【
産
業
建
設
課
長
】

問
３ 

．
公
共
工
事
に
つ
い
て

①�

公
共
工
事
を
お
こ
な
う
場

合
は
、
情
報
提
供
、
工
事

周
知
や
注
意
喚
起
を
促
し
、

安
全
対
策
の
徹
底
を
図
り
、

除雪作業中（大川平地区）
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議
会
広
報
委
員
会

委 

員 

長
：
本
間　

闘
士

副
委
員
長
：
太
田　

英
一

委　
　

員
：
小
倉　

潤
二

編

集

後

記

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
冬
は
、
降
雪
も
多
く

除
排
雪
作
業
で
お
疲
れ
と
思
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
が
止
ま
る
こ
と

な
く
生
活
に
影
響
を
与
え
続
け
て
お

り
ま
す
。

　

今
年
は
、
よ
り
良
い
年
に
な
れ
ま

す
よ
う
に
、
今
後
の
三
回
目
ワ
ク
チ

ン
接
種
で
重
症
化
の
抑
制
に
お
役
に

立
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　

新
春
を
健
や
か
な
心
身
で
迎
え
ら

れ
る
こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

　

我
々
議
員
一
同
も
町
民
全
体
の
安

心
安
全
に
寄
与
で
き
る
よ
う
、
新
た

な
知
識
や
見
識
を
得
ら
れ
る
よ
う
精

進
致
し
た
く
思
い
を
新
た
に
し
て
お

り
ま
す
。

　

町
民
皆
様
方
の
ご
意
見
、
ご
要
望

を
各
議
員
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
れ

ば
、
調
査
、
確
認
し
限
ら
れ
た
財
政

の
中
で
解
決
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

新
た
な
要
望
等
は
、
議
員
、
職
員

が
一
丸
と
な
り
進
め
ら
れ
る
よ
う
努

め
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　

町
民
皆
様
方
の
ご
健
勝
と
ご
清
栄

を
ご
祈
念
い
た
し
ま
す
。

�

　

議
会
広
報
委
員　
　
　
　

�

　

太
田　

英
一　

10
月

　

10
月
１
日　

青
森
県
町
村
議
会
議
長
会
理
事
会

　

10
月
14
日　

東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
会
議
長
・
副
議
長
研
修
会

　

10
月
19
日　

�
行
政
説
明
会
（
米
の
価
格
下
落
に
対
す
る
町
単
独
補
正
説
明
に
つ
い
て
）

　

10
月
20
日　

例
月
出
納
検
査

　
　
　
　
　
　

青
森
県
町
村
議
会
議
長
会
正
副
議
長
・
事
務
局
長
研
修
会

　

10
月
27
日
か
ら

　

10
月
28
日　

令
和
2
年
度
定
期
監
査

　

10
月
29
日　

東
津
軽
郡
町
村
監
査
委
員
協
議
会
実
務
研
修
会

�

11
月

　

11
月
２
日　

知
事
を
囲
む
行
政
懇
談
会

　

11
月
６
日　

県
立
北
高
今
別
校
舎
閉
校
式

　

11
月
17
日　

行
政
説
明
会
（
学
校
移
転
に
つ
い
て
）

　

11
月
19
日　

東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
会
役
員
会

　

11
月
24
日　

例
月
出
納
検
査

　

11
月
25
日　

議
運
議
会
運
営
委
員
会

　

11
月
29
日　

第
４
７
０
回
議
会
定
例
会
開
会

　

11
月
30
日　

休
会

　
　
　
　
　
　

青
森
県
町
村
議
会
議
長
会
理
事
会

　
12
月

　

12
月
１
日　

一
般
質
問

　

12
月
２
日　

議
案
審
議
・
閉
会

　

12
月
17
日　

東
津
軽
郡
町
村
議
会
議
長
会
事
務
局
職
員
研
修
会

　

12
月
22
日　

例
月
出
納
検
査

　

12
月
23
日　

行
政
説
明
会
（
農
泊
推
進
事
業
説
明
に
つ
い
て
）

　

12
月
24
日　

大
川
平
荒
馬
資
料
館
視
察

議　

会　

の　

動　

き　
３
年
10
月
１
日
～
３
年
12
月
31
日

議会を傍聴しませんか
　町の動きを知るよい機会です。多くの方が町政に関心を持ち、議会を傍聴することが議会活性
化の一つです。皆さんの傍聴をお待ちしています。
　※傍聴される方へお願い
　　�本会議中の録音、写真撮影は今別町議会傍聴人規則第９条により禁止されています。
　　ご協力のほどよろしくお願いします。
　※傍聴席は、コロナ対策で人数制限が設けられました。
� （詳しくは　議会事務局まで）
� TEL　0174－35－2001

荒馬資料館
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